
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

日 時： 

・ 働き方改革に関するこれまでの成功事例を紹介いたします。 
・ ワークショップでは、少人数(4～5 人)のグループで、長時間

労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進をテーマとして、現状

の問題点を洗い出し、その改善策などの情報交換を行い、解決

策を考えていきます。 
・ ワークショップの後は、働き方改革関連法に関する相談や助

成金等の活用にかかる相談及び働き方改革の進め方等に関する

相談を労働局と岐阜県働き方改革推進支援センターが個別に受

け付けます。 
是非、ご参加ください。 

岐阜労働局と岐阜県労働基準協会連合会では、毎年１１月を「新はつらつ職場づくりキャンペーン」期間
と位置づけ、働き方改革を推進するための支援事業を実施しています。 

是非、労使で「新はつらつ職場づくり宣言」の取組をご検討ください。 

１１月は、「新はつらつ職場づくりキャンペーン月間」です 

参加料 

無料 

会 場：岐阜合同庁舎(岐阜市金竜町５-１３)５階 
 共用第一会議室 

定 員：各回４０名   

主 催：岐阜労働局 岐阜県働き方改革推進支援センター 

問い合わせ：岐阜労働局雇用環境・均等室 
電話０５８-２４５-１５５０ 

 

平成３０年１１月２９日(木) 
平成３１年 ２月１９日(火) 

両日とも 13 時 30 分～16 時 30 分 
ご希望の日をお選びください。(両日の参加可) 

 

働き方改革ワークショップ 

内 容： 説 明 
 

ワークショップ 
 

個別相談会  

          

働き方改革に関する成功事例について 
 

(時間外労働の上限規制対応等のために) 
   岐阜労働局職員 

      岐阜県働き方改革推進支援センター 


